
「令和７年度　保護課パソコンデータ消去業務」に係る質問及び回答について

質問 回答

・破壊作業後に搬出する保管場所を教え下さい。（箇所数だけでも結構で
す）

　現時点で搬出保管場所が確定しておりませんが、消去作業は各拠点（市役
所本庁舎　各区役所）にて実施することとなり、基本的には作業を行った拠
点内に保管することとしております。契約締結後、受託者あてに改めて搬出
保管場所等をご連絡いたします。

・HDD/SSDを取出した機器にカバー等をつけて、現状回復とありますが、ど
の程度の現状回復までを行えばよろしいでしょうか。

　取り外すこととなるPCは、一体型もしくは分離型（タワー型もしくはミニ
PC)となり、HDDを外す前の状態にまで回復していただく想定です。

・全328台の筐体毎の台数をご教授下さい。デスクトップ、ノート、タブレッ
トの内訳でお願いします。

　基本的にはデスクトップPC（一体型もしくは分離型）であり、ノート型PC
及びタブレット端末は、今回のデータ消去業務には含まれておりません。

・今案件で対象となるPCのメーカー・型番をご教示いただきたい。 　メーカー・型番（製品名を含む）は以下のとおりです（ただし、各拠点へ
の聞き取り調査に基づく内容になりますので、一部実際とは異なる不正確な
部分が含まれる可能性があることをご了承願います）。
・HP：EliteDesk 800 G3 DM/CT
・HP：ProDesk 400 G4 DM
・HP：EliteDesk 800 G2 DM/CT
・NEC：PC-MKL30CZFB
・NEC：PC-MK37LGHDT
・NEC：PC-MK37LGHDU
・NEC：PC-MK37LGHGU
・NEC：PC-MK20MCZDM
・富士通：ESPRIMO K557/R
・富士通：ESPRIMO K558/T
・富士通：FMV-K5290
・富士通：ESPRIMO Q5010/E
・富士通：ESPEIMO B532/G
・富士通：ESPRIMO Q556/M
・富士通：ESPRIMO Q558/B
・富士通：ESPRIMO Q556/P
・富士通：ESPRIMO Q586/P

・仕様書4提出物(1)エについて　破壊が確認できる書類の定義をご教示いただ
きたい。※破壊後の記憶媒体写真の提供でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおり、作業完了報告書に破壊後の記憶媒体の写真を合わせて
ご提出いただければと思います。

・作業時間が17:15以降との事ですが、一日に複数ヵ所まわるのは可能でしょ
うか。※1ヵ所目17:15 　2カ所目18:30　開始

　作業時間について、各拠点での受け入れ可能時間もあるので、現時点では
お答えすることができません。なお、各拠点との打ち合わせにより開庁時間
内に業務を実施することも可能です。

・再委託は禁止されていますが、「役務の一部であって、役務の性質上特に
委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。」とありますが、
どのような場合を想定しているのでしょうか。

　契約約款については、本市で使用している一般的なものを添付しておりま
す。再委託については原則禁止としており、本件業務においても、特段再委
託を検討するような業務内容は含まれていないものと認識しております。

・作業場所については、各拠点内でスペースをお借りできるのでしょうか。
それとも受託者が車両を持ち込み、車内で作業することを前提としているの
でしょうか。

　HDD等の取り外し、破壊に関し、同一拠点内（庁舎内）の会議室にて実施
していただくことを想定しております。

・作業が終了したHDDは箱詰めして指定の場所に搬出するとありますが、台
車を用いるだけで事足りる距離でしょうか。それとも車両で移動せざるを得
ない距離でしょうか。

　HDD等の取り外し、破壊に関し、同一拠点内（庁舎内）での作業を実施
し、同一拠点内の倉庫等に運搬することを想定しております。

・原状回復できない機器もあるため、今回作業するPCの型番を教えていただ
けないでしょうか。

　原状回復ができないPCはないものと認識しておりますが、今回作業するPC
は、上記を参照願います。

・2時間で終了する必要がある作業は、どういった作業でしょうか。音量の許
容範囲を知っておくため、具体的に示していただけると助かります。

　仕様書２の（２）に記載しております、記憶領域の破壊作業を想定してお
ります。音量の具体的なデシベルを示すことはできませんが、他の事務室で
の業務の妨げにならない程度を想定しております。

※　質問内容は、趣旨を損なわない範囲で修正・要約することがあります。


